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組合規程（個人情報保護管理規程）の改訂について 

 

 

 令和６年７月１９日に開催された「第１５３回組合会」において、標記内容が決議され、承認されま

したので、公告します。 

 

 

記 

 

１．変更内容 

   令和６年１２月２日の被保険者証の新規発行終了及び令和７年１２月２日の経過措置終了に伴う

措置として、健康保険組合連合会からの通達（令和６年５月３１日付）により、「個人情報保護管理

規程」の被保険者証に関する条文の修正及び削除等の改訂と別表１・２の削除。 

    

 

２．変更期日 

令和６年８月１日 

 

  

 （注）改訂内容の詳細については、当健康保険組合ホームページをご参照ください。 

 

 

以 上 
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